
　
　
　
18
時
30
分
〜
21
時

場
所
／
中
央
区
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
中
央
区
久
太
郎
町
１ｰ

２ｰ

2７
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
32
組

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

記号の見方 ：  　問合せ

お
知
ら
せ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
接
種

の
お
知
ら
せ
は
、９
面
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
４
月
に
、小
学
校
、中
学

校
、義
務
教
育
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
お

子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
に
、就
学
通
知

書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。外
国
籍
の
お
子

さ
ん
に
つ
い
て
は
、区
役
所
に
入
学
申
請

書
を
提
出
し
た
ご
家
庭
に
送
付
し
ま

す
。就
学
通
知
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

届
い
て
い
ま
す
か
、

新
１
年
生
の
就
学
通
知
書

市
民
協
働
課（
教
育
文
化
）

☎
６
７
７
４-

９
７
４
３

　
居
住
実
態
の
な
い
住
所
地
に
住
民
登

録
を
し
、通
学
を
す
る
の
は
不
適
正
な

就
学
で
す
。住
民
登
録
を
正
し
く
行
い
、

適
正
な
就
学
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

不
適
正
な
入
学
と
分
か
れ
ば
、入
学

後
で
も
本
来
通
学
す
る
べ
き
学
校
へ
転

校
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

不
適
正
な
入
学
の
防
止

市
民
協
働
課（
教
育
文
化
）

☎
６
７
７
４-

９
７
４
３

　
真
田
山
プ
ー
ル
は
温
水
ヒ
ー
タ
改

修
工
事
に
伴
い
、２
月
２
日
㈭
〜
３

月
３１
日
㈮（
予
定
）ま
で
休
館
し
ま

す
。ト
レ
ー
ニ
ン
グ
場
お
よ
び
ス
ケ
ー

ト
場
、ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
は
利
用
で

き
ま
す
が
、更
衣
室
内
の
温
水
シ
ャ

ワ
ー
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

経
済
戦
略
局
ス
ポ
ー
ツ
施
設
担
当

☎
６
４
６
９-

３
８
７
０

　
今
日
の
我
が
国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎

と
な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思

い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰

の
意
を
表
す
た
め
、
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
や
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
等
を
受
け
る

ご
遺
族
が
い
な
い
場
合
に
、
特
別
弔
慰

金（
額
面
25
万
円・５
年
償
還
の
記
名
国
債
）が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
間
は
令
和
５

年
３
月
31
日
㈮
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

必
要
書
類
等
、詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
の

請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

市
民
協
働
課（
地
域
活
動
の
支
援
）

☎
６
７
７
４-
９
７
３
４

確
定
申
告
書
の
作
成・送
信
は
、

自
宅
で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
！

天
王
寺
税
務
署

堂
ケ
芝
２ｰ

11ｰ

25

☎
６
７
７
２ｰ

１
２
８
１

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
、「
確
定
申
告

書
」だ
け
で
な
く
、「
青
色
申
告
決
算

書
」「
収
支
内
訳
書
」が
ス
マ
ホ
で
作
成

可
能
に
な
り
ま
す
。ス
マ
ホ
申
告
に
は
、

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」が
必
要
で

す
。な
お
、「
税
務
署
で
発
行
し
た
Ｉ
Ｄ・

パ
ス
ワ
ー
ド
」は
暫
定
的
な
対
応
で
す
。

事
業
戦
略
室（
広
聴
広
報
）

☎
６
７
７
４-

９
６
８
３

★印は事前予約は不要ですが、相談をご希望の方が多数おられる場合は、12時50分ごろから、１階受付
場所にて番号札をお配りします。

﹇ 

日
曜
法
律
相
談 

﹈ 

日
時
／
１
月
２２
日
㈰

　
　
　
９
時
30
分
〜
13
時
30
分

場
所
／
天
王
寺
区
役
所

　
　
　
（
真
法
院
町
２０ｰ

33
）

対
象
／
市
内
在
住
の
方

定
員
／
16
組（
申
込
先
着
順
）

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

予
約
受
付
／
1
月
19
日
㈭
、20
日
㈮

　
　
　
　
　
９
時
30
分
〜
12
時

予
約
専
用
／
☎
６
２
０
８-

８
８
０
５

※

相
談
時
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま

　
す
。マ
ス
ク
を
着
用
さ
れ
て
い
な
い
方
の
相

　
談
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、体
調
不

　
良
の
方
は
来
庁
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

今
月
の
各
種
無
料
相
談
会

﹇ 

区
役
所
で
行
う
無
料
相
談 

﹈ 

対
象
／
市
内
在
住
の
方

相
談
時
間
／
１
組
30
分
以
内

　
　
　
　
　
（
相
談
後
に
記
録
を
作
成 

　
　
　
　
　
　
す
る
時
間
や
入
れ
替
わ
り
の

　
　
　
　
　
　
時
間
な
ど
も
含
み
ま
す
。）

大
阪
市
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

「
な
に
わ
コ
ー
ル
」

☎
４
３
０
１-

７
２
８
５

８
時
〜
21
時（
年
中
無
休
）

後
期
高
齢
者
医
療
歯
科

健
康
診
査
を
受
診

し
ま
し
ょ
う

　
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、歯
科
健
診
を
実
施
し
て
い
ま

す
。歯
や
歯
肉
の
状
態
だ
け
で
な
く
、

お
口
の
機
能
も
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
の

で
、義
歯
を
使
用
中
の
方
も
積
極
的
に

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。広
域
連
合
が
指

定
す
る
歯
科
医
院
等
に
お
い
て
、年
度

中
に
１
回
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

❶
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
６
ヶ
月
以
上

継
続
し
て
入
院
中
の
方

❷
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、介
護
老
人

保
健
施
設
、養
護
老
人
ホ
ー
ム
、障
が
い

者
支
援
施
設
な
ど
の
施
設
に
入
所
ま
た

は
入
居
し
て
い
る
方

※

必
ず
事
前
に
受
診
希
望
の
歯
科
医
院
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
阪
府
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合 

給
付
課

☎
４
７
９
０-

２
０
３
１

な
ん
ば
市
税
事
務
所

②
住
宅
用
地
に
関
す
る（
異
動
）申
告
書

　
令
和
４
年
中
に
住
宅
の
新
築
・
増
改

築・用
途
変
更・
取
壊
し
が
あ
っ
た
土
地

を
お
持
ち
の
方
は
、な
ん
ば
市
税
事
務

所
へ
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
令
和
５
年
１
月
よ
り
、 車
検
時
の
納

税
証
明
書
の
提
示
が
原
則
不
要
に
な

り
ま
す(

二
輪
車
を
除
く)

な
ん
ば
市
税
事
務
所　
管
理
担
当

☎
４
３
９
７-

２
９
４
8

● 

個
人
市・府
民
税
の
事
前
申
告
受
付

　
個
人
市・府
民
税
の
申
告
期
間（
２
月

１６
日
㈭
〜
３
月
１５
日
㈬
）の
窓
口
の
混

雑
緩
和
の
た
め
、次
の
と
お
り
事
前

申
告
受
付
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

※

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、来
所
を
控
え

て
い
た
だ
き
、送
付
や
大
阪
市
行
政
オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
／
２
月
３
日
㈮
〜
15
日
㈬

           （
平
日
９
時
〜
17
時
30
分（
金
曜
日

            

は
９
時
〜
19
時
））

場
所
／
な
ん
ば
市
税
事
務
所

　
　
　
（
浪
速
区
湊
町
１ｰ

４ｰ

１
O
C
A
T
５
階
）

※

所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
つ
い
て
は
天
王

寺
税
務
署（
☎
６
７
７
２-

１
２
８
１
）に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
ん
ば
市
税
事
務
所　
市
民
税
等

グ
ル
ー
プ（
個
人
市
民
税
担
当
）

☎
４
３
９
７-

２
９
５
３

● 

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
１
月
31
日

㈫
ま
で
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

①
償
却
資
産
の
申
告

　
１
月
１
日
現
在
、事
業
用
の
償
却

資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、船
場
法
人

市
税
事
務
所
へ
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

船
場
法
人
市
税
事
務
所

固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）グ
ル
ー
プ

☎
４
７
０
５-

２
９
４
１

な
ん
ば
市
税
事
務
所　

固
定
資
産
税
グ
ル
ー
プ

☎
４
３
９
７-

２
９
５
７（
土
地
）

☎
４
３
９
７-

２
９
５
８（
家
屋
）

確
定
申
告
書
は
、国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で

作
成・送
信
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、大
阪

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

﹇ 

ナ
イ
タ
ー
法
律
相
談 
﹈ 

日
時
／
１
月
１３
日
㈮

実施日

税理士相談★ １８日㈬
不動産相談★ 1７日㈫

行政書士相談★ 2５日㈬

13:00～16:00
※受付は15:30まで

11日㈬、19日㈭、27日㈮ 13:00～17:00 電話

区役所1階 
区民情報
コーナー

時間 受付
弁護士による法律相談※ 予

※相談日当日９：00から電話で要予約（定員８組、先着順）
※相談時間の指定はできません。同一・同種案件について、反復的・継続的なご利用はお控えください。
※弁護士による法律相談は他区でも実施しておりますので、お問い合わせください。

司法書士相談★ ２４日㈫

※

受
付
開
始
時（
18
時
予
定
）の
来

　
場
者
で
相
談
順
を
抽
選
し
、以
降

　
先
着
順
。

毎月第4日曜日（今月は1月22日）は9:00～17:30まで区役所を開庁しています。毎週金曜日は19:00まで開庁時間を延長しています。お取り扱いできない業務もあります
ので、詳しくはお問い合わせください。   　 企画総務課（庶務） ☎6774-9625

お知らせ
令和5年（2023）1月1日　No.320

3

詳しくは、天王寺区ホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/

広告募集中
詳しくは、天王寺区ホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/

広告募集中


